鹿児島県市町村職員互助会貸付規程

（昭和３９年　４月　１日制定）

沿革　　昭和４０年１０月　５日改正　   　昭和４２年　１月３１日改正
昭和４６年　２月１７日改正　　　 昭和５３年　２月　３日改正
平成　３年　４月　５日改正       平成　８年１２月　５日改正
平成１４年　３月　５日改正       平成１６年１２月　７日改正
平成２０年　３月　４日改正　　　 平成２７年　８月  ６日改正
[bookmark: _Hlk63760888]平成２９年　３月２８日改正　　　 令和　２年　３月２６日改正
令和　３年　３月２６日改正　　　 令和　６年　３月２７日改正

（目的）
第１条　この規程は，鹿児島県市町村職員互助会規約第３条第１項第５号の規定に基づき，会員の臨時の支出に対する資金の貸付けに必要な事項を定め，もって会員の福祉の増進を図るとともに，貸付事業の的確な運営を図ることを目的とする。

　（財源）
第２条　貸付金の財源は，鹿児島県市町村職員互助会（以下「互助会」という。）の給付準備積立金の範囲内において毎年度事業計画で定める額及びその資金の運用によって生ずる利息をもってあてる。

[bookmark: _Hlk63237666]　（貸付けの要件）
第３条　貸付けの要件は，会員が次の各号に掲げる事由により臨時の支出を要する資金として貸付けるものとする。
（1） 生活必需物資の購入
（2） 家族の学資及び冠婚葬祭
（3） その他会長が特に必要と認めたもの

（貸付額及び貸付条件等）
第４条　貸付額は，３０万円，５０万円，１００万円，１５０万円及び２００万円の５種類とする。
２　貸付けの限度は，一人二口，貸付額合計２００万円までとし，１００万円以上の貸付けについては，会員在会期間又は当該所属団体での勤続期間が５年以上の者に限る。
３　貸付利息は，会長が別に定める。
４　延滞利息は，延滞元利金につき年利１４．６パーセントとする。ただし，利息に円位未満の端数を生じたときは，円位に切り上げる。
[bookmark: _Hlk63782788]５  貸付けの対象者は，会員のうち，雇用に定めのある会員等でないことを条件とする。

（貸付けの申込）
第５条　貸付けを受けようとする会員は，貸付申込書（様式第１号）に所要事項を記入し，連帯保証人（以下「保証人」という。）と共に記名押印の上，加入団体長を経由して会長に提出しなければならない。

（保証人及び条件）
第６条　貸付けを受けようとする会員は，所属する団体の職員のうち互助会に加入している者を保証人に定めなければならない。
２　前項の保証人は，次に掲げる要件を満たす会員とする。
（1） 互助会借入れの連帯保証が2件以内，かつ，連帯保証の合計額が２００万円以下であること。
（2） 借入額が１００万円以上の貸付けの場合は，当該団体での勤続が５年以上であること。
(3)  雇用に定めのある会員等でないこと。

（貸付けの決定及び送金）
第７条　会長は，第５条に定める申込書を受理したときは，これを審査し，貸付けの要否を決定し，貸付決定通知書（様式第２号）を加入団体長を経て，申込人に通知し，借用証書（様式第３号）と引替えに当該申込書を受理した翌月の１５日に貸付金を送金しなければならない。ただし，その日が日曜日，土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）に当たるときは，その日前においてその日に最も近い日曜日，土曜日又は祝日法による休日でない日を送金日とする。

　（償還方法）
第８条　借受人は，貸付金及び利息（以下「償還金」という。）を月賦又は期末手当等併用で償還しなければならない。この場合において，償還方法は，次の各号に掲げる貸付額の区分に応じ，当該各号に定める方法とし，償還は，貸付けを受けた月の翌月から行う。
[bookmark: _Hlk63775031](1)　３０万円　２４回均等払又は３６回均等払
[bookmark: _Hlk63774879][bookmark: _Hlk63774987][bookmark: _Hlk66892155](2)　５０万円　３６回均等払，３６回期末手当等併用払，６０回均等払又は６０回期末手当等併用払
[bookmark: _Hlk63775131](3)　１００万円　６０回均等払，６０回期末手当等併用払，８４回均等払又は８４回期末手当等併用払
[bookmark: _Hlk63774967](4)　１５０万円　６０回均等払，６０回期末手当等併用払，８４回均等払又は８４回期末手当等併用払
(5)　２００万円　８４回均等払又は８４回期末手当等併用払
２　借受人は，前項の規定にかかわらず，未償還金の全部又は一部を一時に償還することができる。
３　借受人は，会員の資格を失ったときは，第１項の規定にかかわらず，直ちに未償還金の全部を償還しなければならない。
４　借受人について次の各号のいずれかの事由が一つでも生じた場合には，互助会からの通知催告等がなくても，借受人は，互助会に対する一切の債務について当然期限の利益を失い，直ちに未償還金の全部を償還しなければならない。
(1)　借受人が第１項の規定による償還を２回以上怠ったとき。
(2)　破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3)　借受人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき，弁護士等へ債務整理を委任したとき等支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)　借受人の財産について，差押え，競売手続の開始，仮差押え等があったとき。
(5)　借受人の責めに帰すべき事由によって，互助会に借受人の所在が不明となったとき。
(6)　前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
５　前項の場合において，借受人が住所変更の届出を怠り，又は借受人が互助会からの請求を受領しない等借受人の責めに帰すべき事由により，請求が延着し，又は到達しなかったときには，通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとする。

　（償還の手続）
第９条　加入団体長は，その月の償還金を借受人の承諾を得て，その月の末日までに，本会の貸付経理口座に払い込むとともに，貸付償還金内訳書（様式第４号）を会長に送付しなければならない。
２　前条第３項又は第４項に定める事由が生じたときは，互助会は，借受人が当該加入団体から受ける給与又は鹿児島県市町村総合事務組合から受ける退職手当及び互助会から受ける退職給付金から貸付金の償還を受けることができるものとし，なお不足する額については，保証人がこれを弁償しなければならない。
３　前項の保証人の弁償方法については，会長が別に定める。

　（貸付額の完済）
第１０条　会長は，貸付金及び利息の全額が償還されたときは，直ちに加入団体長を経て借用証書を借受人に返付しなければならない。

　（異動報告）
第１１条　借受人は，保証人が会員の資格を失ったとき，又は保証人を変更したときは，異動報告書（様式第５号）により加入団体長を経て直ちに会長に提出しなければならない。

　（その他）
第１２条　この規程の施行に関し，必要な事項があるときは，会長が別にこれを定める。

　　　附　則
この規程は，昭和３９年４月１日から施行する。

　　 附　則
この規程は，昭和４０年１０月５日から施行し，昭和４０年８月１５日から適用する。

　　　附　則
この規程は，昭和４２年４月１日から施行する。

　　　附　則
この規程は，昭和４６年４月１日から施行する。

　　  附　則
１　この規程は，昭和５３年４月１日から施行する。
２　昭和５３年４月１日以前の貸付額の限度，償還期限及び償還方法については，従前の例による。

　　  附　則
１　この規程は，平成３年５月１日から施行する。
２　平成３年３月３１日以前の貸付額の限度，償還期限及び償還方法については，従前の例による。

　　 附　則
１　この規程は，平成９年４月１日から施行する。
２　平成９年３月３１日以前の貸付額の限度，償還期限及び償還方法については，従前の例による。

　　  附　則
１　この規程は，平成１４年４月１日から施行し，平成１４年４月１５日貸付分から適用する。
２　平成１４年３月３１日以前の貸付金の償還期限及び償還方法については，従前の例による。

　　　附　則
この規程は，平成１６年１２月７日から施行する。

　　　附　則
この規程は，平成２０年５月１日から施行する。

　　　附　則
(施行期日)
第１条 この規程は，平成２７年１０月１日から施行する。
(経過措置)
第２条　平成２７年９月３０日以前の貸付金の償還期限及び償還方法については，なお従前の例による。

　　　附　則
(施行期日)
[bookmark: _Hlk63093279]第１条　この規程は，平成２９年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和２年４月１日から施行する。

附　則
この規程は，令和３年４月１日から施行する。

　　　附　則
この規程は，令和６年４月１日から施行する。
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